
  
令和６年１０月２８日 

九州地方整備局港湾空港部 

 

 

「令和４年度馬毛島滑走路等新設工事（その１）」の工事再開について 

 

  

 九州地方整備局が発注した令和４年度馬毛島滑走路等新設工事（その１）（令和４年１０月５

日契約）については、令和６年１０月１８日に発生しました作業員の死亡事故に伴い、工事を一

時中止していましたが、事故原因の究明及び再発防止対策の検討が完了しましたので、工事を再

開します。 

 

 

１．工 事 名  令和４年度馬毛島滑走路等新設工事（その１） 

 

２．受 注 者  鹿島・五洋・森特定建設工事共同企業体 

 

３．事故原因   

  ①不明確な作業手順 

   ・作業指揮者から作業員（被災者）への当日の作業内容の指示が正しく伝わっていなかっ

た。 

  ②安全管理体制の一時的な不備 

   ・作業指揮者が他の作業の対応のため、一時的に事故現場を離れていた。 

  ③安全な作業環境整備手順の不徹底 

 ・安全な作業環境整備（釜場への転落防止としての土堰堤の設置）の手順が徹底されてお

らず、土堰堤が一部設置されていない箇所から重機が転落した。 

 

４．再発防止対策 

  ①作業手順の明確化 

   ・作業指揮者から作業員への当日の作業内容について、口頭に加え、図面・文書で具体的

に指示を行い、確実に伝達する。 

  ②安全管理体制の強化 

   ・作業指揮者を増員し、安全管理体制を強化する。 

   ・安全に対する意識向上のため、安全教育における周知や安全パトロールでの現場確    

認を強化する。 

  ③安全な作業環境整備の徹底 

   ・釜場の施工方法など安全な作業環境整備（釜場への転落防止としての土堰堤の設置）の

手順を明確化し、確実に実施する。 

    



事故発生場所

馬毛島

種子島
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